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☆相談は電話予約による完全予約制を実施しておりますので、相談希望日の1ヶ月前から下記の電話番
号で予約申込をお願いします。  
☆予約を受付する際には、相談者氏名・基礎年金番号・電話番号・相談内容等について確認をさせてい
ただきます。  
☆相談当日は、年金手帳・年金証書（受給されている方）等をご持参のうえ、時間内にお越し下さい。 
 （代理の方は、本人の署名・捺印のある委任状が必要です。） 

平成22年度巡回年金相談所の開設について 

　国民年金は20歳から60歳までのすべての方が加入することになっています。 
　国民年金保険料を納めることが困難な学生の方には、本人の前年の所得が一定額以下の場合、保険料
の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 
 
■対象となる学生 
　　大学 (大学院 )・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校 (知事の認可を受けてい
る学校で修業年限が１年以上である課程 ) に在学する20歳以上の学生で、学生本人の前年の所得が
118万円以下であるとき。 
■ 手続き 
　　在学証明書または学生証の写し、年金手帳、印鑑をご持参の上、住民登録をしている市町村役場国
民年金担当窓口で申請してください。（毎年申告が必要です。） 
■承認を受けた期間 
　　学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合には、障害基礎年金または遺族
基礎年金を受けることができます。また、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入
されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。 
■保険料の追納制度 
　　承認された期間については、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間について10年以内であれば、あとから保険料を納付することができる「追
納制度」があります。なお、納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追
納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じ政令で定める額が加算されます。 

扶養されてる方に、20歳以上の学生の方はいらっしゃいませんか？ 
「学生納付特例制度」をご存知ですか！ 
 

相談日 ※予約時間の5分前までにお越しください。 
※予約後、ご都合により来所できなくなった場合は、事前にご連絡をお願いします。 
 

相 談 場 所  

牟岐町高齢者交流施設 

浜　の　家 

阿南市 

商工業振興センター 

相談時間  

午前10時 ～ 

午後３時 

午前９時 ～ 

午後４時 

４月 
 
１日 

５月 
 
 
 
６日 

６月 
 
３日 

７月 
 
 
 
１日 

８月 
 
５日 

９月 
 
 
 
２日 

10月 
 
７日 

11月 
 
 
 
４日 

12月 
 
２日 

１月 
 
 
 
６日 

２月 
 
３日 

３月 
 
 
 
３日 

予約申込 
電話番号 徳島南年金事務所　お客様相談室　088－652－1511

「納付」と「学生納付特例」と「未納」はこのように違います。 

学生納付特例期間の年金はどうなるの？ 

障害基礎年金 
遺族基礎年金 

老齢基礎年金 
受給資格期間に 
年金額に計算 

受給資格期間に 

納　　付 

○　入ります 
 

○　入ります 
○　されます 

学生納付特例 

○　入ります 
 

○　入ります 
×　されません 

未　　納 

×　入りません 
 

×　入りません 
×　されません 


